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母子家庭等・父子家庭医療費助成事業所得制限限度額表（児童扶養手当所得制限準用） 

 

 

【本人（母（父）、養育者）】(児童扶養手 当法施行令 第 2 条の 4 第 2 項の額)                   （単位：千円） 

扶養親族等の数 ０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 

所 得 額 １，９２０ ２，３００ ２，６８０ ３，０６０ ３，４４０ ３，８２０ 

１ 本表の「扶養親族等」は以下の者である。 

① 本人の所得税法に規定する同一生計者配偶者及び扶養親族 

② ①に該当しない児童扶養手当法第 3 条第 1 項に規定する者で本人が前年の 12 月 31 日におい

て生計を維持したもの 

 

２ 所得の範囲に、児童の父（母）から対象児童について扶養義務を履行するための費用として受け取っ

た金品等の所得額（養育費）の８割相当額を含める。（申請者本人が母（父）である場合のみ。） 

 

３ 本表の所得額に次の額を加算した額とする。 

 （１）同一生計配偶者（七十歳以上の者に限る。）又は老人扶養親族１人につき１０万円 

 （２）特定扶養親族等１人につき１５万円 

※「特定扶 養親族等 」とは、「特定扶養親族 」又は「控除 対象扶養親族（１９歳未満 の者に限る。）」をいう。「特定扶養 親族」とは、控除 対象扶 養親

族の うち、その年 12 月 31 日現在 の年 齢が 19 歳以上 23 歳未満 の人、「控除 対象扶 養親 族」とは、扶養親 族のうちその年 12 月 31 日現在 の

年齢 が 16 歳以上 の人 をいう。 

 

 

【児童扶養手当法第９条第１項の孤児等の養育者】(児童 扶養手当法施行令第 ２条の ４第７項の 額) 

                                                     （単位：千円） 

扶養親 族等          

 の数 

右の 

うち老人 

扶養親族の 数 

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 

所 
 

得 
 

額 

０人 ２，３６０ ２，７４０ ３，１２０ ３，５００ ３，８８０ ４，２６０ 

１人  ２，７４０ ３，１８０ ３，５６０ ３，９４０ ４，３２０ 

２人   ３，１８０ ３，６２０ ４，０００ ４，３８０ 

３人    ３，６２０ ４，０６０ ４，４４０ 

４人     ４，０６０ ４，５００ 

５人      ４，５００ 

１ 本表の「扶養親族等」は以下の者である。 

① 養育者の所得税法に規定する同一生計者配偶者及び扶養親族 

② ①に該当しない児童扶養手当法第 3 条第 1 項に規定する者で養育者が前年の 12 月 31 日にお

いて生計を維持したもの 
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【養育者の配偶者、養育者の扶養義務者、母（父）の扶養義務者】(児童 扶養手当法施行令 第２条の４第８項の額 )  

                                                     （単位：千円） 

 

 

 

扶養親族

等の 

数 

右の 

うち老人  

扶養親族 の数 

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 

所 
 

得 
 

額 

０人 ２，３６０ ２，７４０ ３，１２０ ３，５００ ３，８８０ ４，２６０ 

１人  ２，７４０ ３，１８０ ３，５６０ ３，９４０ ４，３２０ 

２人   ３，１８０ ３，６２０ ４，０００ ４，３８０ 

３人    ３，６２０ ４，０６０ ４，４４０ 

４人     ４，０６０ ４，５００ 

５人      ４，５００ 

１ 本表の「扶養親族等」とは、配偶者又は扶養義務者の所得税法に規定する同一生計者配偶者及び扶養

親族をいう。 

 

 

（注）上の三表で審査する所得は次の１の所得から２の各控除額を差し引いた額である。 

  １ 所得審査の対象となる所得は、「福祉医療関係通知集」７７ページのとおり 

  ２ 各控除額は次のとおり（控除の条件あり） 

・社会保険料相当   ８万円 

・障害者控除     ２７万円 

・特別障害者控除  ４０万円 

・勤労学生控除    ２７万円 

・寡婦（寡夫）控除   ２７万円（母（父）の場合は控除しない。未婚のひとり親のみなし適用あり。） 

・寡婦控除の特例   ３５万円（母の場合は控除しない。未婚のひとり親のみなし適用あり。） 

・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除及び公共用地の取得に 

伴う土地代金等の特別控除は相当額 


